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本学独自の給付型奨学金申請の手引き（学生用） 

 

●本奨学金の事業の趣旨 

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う本学独自の学生支援策の一環として実施する

給付型奨学金です。 

休業等による給与減額などに伴い生計急変となった世帯の中で、「高等教育の修学支

援新制度（国の修学支援制度）」の要件を満たさない世帯出身の学生に対して奨学金

を現金で給付します。 

 

●給付される要件 

主たる生計維持者（保証人）の直近１か月の給与額を１２倍して算出した令和２年の 

年収見込額が、前年（令和元年）の年収と比して、７５％以下であること、かつ、上 

記方法で算出した令和２年の年収見込みが、給与所得者は 841 万円以下、給与所得者 

以外は 355 万円以下であることが要件です。 

 

●申請前に確認いただきたいこと 

「高等教育の修学支援制度（国の修学支援制度）」に申請をしていない場合は、本奨 

学金に申請する前に、以下の URL より給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）

を行ってください。(https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/) 

シミュレーションの結果、「参考：支給額算定基準額（1人目）」の金額が、51,300 円

以下の場合は、「高等教育の修学支援制度（国の修学支援制度」に申請していただき

ます。 

シミュレーターの使い方が分からない方は以下の URL よりご確認ください。 

(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/__icsFiles/afieldfile/2020/0

3/13/simu_tebiki_20200311.pdf) 

 

●給付される金額 

主たる生計維持者（保証人）の、令和元年の収入に対する令和２年収入見込みの減 

少割合によって、以下の通り給付金額が３区分されます。なお、減少割合に小数点が 

生じる場合は、小数点以下を切り捨てます。 

第１区分（減少割合が 50％以上） 

最大 30 万円 

※2020 年度新入生は最大 40 万円 

 

 第２区分（減少割合が 49％～33％） 

最大 20 万円 

 

第３区分（減少割合が 32％～25％） 

最大 10 万円 

 

※各区分に「最大」とあるのは、給付型奨学金の支給総額が予算額 5,000 万円を超える 

場合は、給付金額が圧縮されるためです。 

 



●申込期間 

 申請は、５月 28 日（木）～６月 19日（金）です。 

 下段に示す必要書類を添えて申請してください。 

 なお、６月 19日（金）までに申込書類が必着するようにしてください。 

 

●申込書類 

 ①給付型奨学金申請書（学生本人・主たる生計維持者がそれぞれ自署してください） 

 ②学修計画書（学生本人が記入してください） 

 ③銀行口座振込依頼書 

 ④主たる生計維持者(１名)の令和元年の収入を証明する書類 

  （例）・令和元年源泉徴収票の写し 

・令和元年確定申告書の写し 

・令和元年課税証明書の写し 

 ⑤主たる生計維持者(１名)の令和２年の収入見込みを証明する書類 

  （例）・直近１か月（2020 年１月以降）の給与明細の写し 

     ・直近 1か月（2020 年１月以降）の給与振込額がわかる通帳の写し 

  

●申込方法 

申込書類をまとめてレターパックライトにより郵送してください。 

 郵送先は以下の通りです。 

 〒170-8470 

  東京都豊島区西巣鴨３丁目 ２０番 １号 

  大正大学 学生支援部 学生課 奨学金担当 宛 

 ※レターパックライトの「氏名記入欄」に《氏名・学籍番号》を記入してください。 

 ※レターパックライトの「品名」欄に《大正大学独自の給付型奨学金》と記入してく 

ださい。 

 

●取扱金融機関 

 給付金振込に使用できる金融機関は、日本国内に本支店がある金融機関です。 

 ※ただし、ゆうちょ銀行は使用できません。 

 

●申込・審査・給付金支給 

 申込期間後に大学で審査を行い給付対象者を決定します。 

給付金は、申請いただいた銀行口座に振り込みします。給付金の振込は７月末日の予 

定です。 

  


